
１ページ目 法人の事業年度の始まり
と終わりの年月日を記載

提出日

代表者氏名を自署した場
合は、押印の省略可

雨竜町以外にも農業経営
地がある場合は、市町村
ごとに内訳を記載

【農地所有適格法人の判定要件：事業要件】
５ページ「記載要領」の「１」及び「２」を参照

関連事業等には、生産する農畜産物
に関連するものに限り記載。
それ以外のものについては、農業に
該当しない事業に記載

【農地所有適格法人の判定要
件：形態要件】
下記のいずれか
農事組合法人
株式会社
持分会社（合名・合同・合資）

農地所有適格法人報告書 記載例



【農地所有適格法人判定要件：事業要件】
過去３年の農業の売り上げ平均額が総売上高の平
均額の過半でなければならない
(1) 事業の種類に記載した「農業」と「農業に該
当しない事業」に分けて、２期前から今回までの
売上高を記載。（「記載要領」の「３」を参照）
売上には、農業及び農業以外ともに、補助金や交
付金は含まないので除外して計算すること

今回報告の決算額
添付する決算書から1円
単位で転記

構成員とは農業関係者で
出資をしていて議決権を
有する者のこと
農業に従事していても議
決権のない者は含まない
常時従事者の農業従事日
数は、原則年間150日以
上が条件

欄が足りない場合は別紙
を使用

上の農業関係者の「翌事
業年度の計画」の合計日
数

該当者がある場合のみ記
載する
承認会社が法人の構成員
に含まれる場合は、３
ページ目の留意事項及び
５ページ目「記載要領」
の「４」を参照

(1)と(2)の議決権
の合計を記載

【農地所有適格法人判定要件：議決権要件】
(1)の農業関係者が議決権の過半を占めること
ちょうど50％では要件を満たさない
50％を超えること

２ページ目



【農地所有適格法人判定要件：業務執行役員要件】
①理事の過半が農業（関連事業を含む）に常時従事
（原則年間150日以上）する構成員であること
②「役員」または「重要な使用人」のうち1人以上
が、原則60日以上農作業に従事すること。

業務執行役員全員を記載
合同会社は社員、農事組合
法人は理事を記載

労務管理や事務・経理を含
めた日数

農作業：圃場での作業や出
荷作業など

欄が足りない場合は別紙
を使用

(1)の常時農作業従事役
員がいない場合のみ記載
が必要
原則60日以上

３ページ目



添付書類を確認して
チェックする

該当者がいる場合に人数を
記載

該当者がいる場合に人数を
記載

（例）
就業者数：４人＝３人（うち外国人技能実習生①）＋

０人（うち特定技能外国人②）＋
１人（うち上記以外の外国人）

４ページ目

５ページ目
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